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〈
解
　
説
〉

１
．
極
度
額
と
主
債
務
者

餌
代
金
が
極
度
額
を
超
え
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
ね
。
極
度
額
を
超
え
な
い
よ

う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

管
理
が
行
き
届
か
ず
、
畜
産
部
門
で

Ｘ
の
注
文
に
応
じ
て
い
た
ら
超
え
て
し

ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
今
後
は
注
意

し
ま
す
。
極
度
額
を
超
え
て
し
ま
っ
た

部
分
も
、
Ｘ
に
は
請
求
で
き
ま
す
よ

ね
？継

続
的
取
引
の
極
度
額
は
、
主
債
務

者
と
の
関
係
で
は
与
信
の
枠
で
あ
り
、

そ
れ
を
超
え
て
の
融
資
や
売
渡
し
に
は

応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
主
債
務
者
か
ら
の
求
め

に
応
じ
る
な
ど
で
、
融
資
や
売
渡
し
を

続
け
て
金
額
が
極
度
額
を
超
え
て
し
ま

っ
た
場
合
、
超
え
た
部
分
を
主
債
務
者

に
請
求
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
聞
い
て
安
心
し
ま
し
た
。

と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
主
債
務
者
に

対
す
る
極
度
額
は
、
主
債
務
者
の
財
産

や
経
営
の
状
態
等
を
検
討
し
た
結
果
の

与
信
の
枠
な
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
不
良

債
権
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
債

権
が
極
度
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
注
意

し
て
管
理
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

２
．
根
保
証
の
保
証
人
の
保
護
の
必

要
性

と
こ
ろ
で
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
は
、
特
定
の

債
務
の
保
証
で
は
な
く
、
一
定
の
範
囲

に
属
す
る
不
特
定
の
債
務
を
継
続
的
に

保
証
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の

よ
う
な
保
証
を
「
根
保
証
」
と
い
い
ま

す
が
、
極
度
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
は
、
保
証
人
に
請
求
で
き
る
金
額
は

極
度
額
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

極
度
額
を
定
め
て
い
な
け
れ
ば
、
上

限
な
く
い
く
ら
で
も
請
求
で
き
る
の
で

す
か
？

形
式
的
に
考
え
る
と
そ
う
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
で
は
保
証
人
が
予
想
も
し
な

か
っ
た
過
大
な
金
額
を
負
担
す
る
場
合

が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
期
間

の
定
め
が
な
い
根
保
証
で
す
と
、
保
証

人
が
予
期
し
な
か
っ
た
ほ
ど
長
期
に
わ

た
る
保
証
期
間
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
保
証
人
に
酷
だ
と
い
う

こ
と
で
、
判
例
や
立
法
に
よ
り
、
根
保

証
の
保
証
人
の
保
護
が
図
ら
れ
て
き
て

い
ま
す
。
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連　載

問題で確認

！
◯◯××◯×

？
債権管理回収の

基 礎 固 め
官澤綜合法律事務所 所長
東北大学法科大学院 教授　

弁護士 官澤 里美
1957年仙台市の農家の長男として生まれる。1983年東京
大学法学部を卒業し、1986年仙台市で弁護士となる。そ
の後、長年にわたってＪＡの債権回収、役員責任等の各種
相談、法的手続、セミナー等を担当し、ＪＡの健全な経営
をサポートしている。現在、弁護士10名が在籍する官澤
綜合法律事務所所長。2004年より東北大学法科大学院教授。

ＪＡの融資業務における課長の
悩みに、顧問弁護士が答える！

根保証の注意点

〈まずは〇×問題にチャレンジ！〉
――あなたはどう考える？　その理由は？――

正解とその
理由は27頁

１

２

３

４

５

極度額を定めた継続的取引の場合、極度額を超えた金額は、保証人に
も主債務者にも請求できない。
本事例において、Ｂに極度額を1,000万円と口頭では説明していたので、
Ｂにその金額までは請求できる。
本事例において、Ａに請求できるのは平成23年６月21日付け貸金の残
金300万円のみである。
本事例において、極度額の定めがないので、Ｃとの根保証契約は無効で
ある。
本事例において、Ｃの死亡までに発生していた餌代金は、Ｄに請求でき
る。

〇or×

第６回

課長

顧問弁護士

今回のお悩み

ＪＡの実務で起こる
相談にいつも親身に
応じている。（ ）

本店の融資課長。支店
を丁寧にフォローして
おり、問いあわせや相
談を多く受ける。（ ）

当ＪＡでは、畜産農家Ｘに対し、極度額500万円の売買取引約定書を締結して
餌を供給するとともに、経営資金の融資を行っていました。

平成22年11月12日、Ｘが高齢になってきたので保証人を付しておいた方が安
心と考え、ＡＢＣにつぎの内容で連帯保証人になってもらいました。なお、Ｃ
は平成27年４月４日に死亡しており、相続人はＤのみです。

▶　融資取引について極度額1,000万円の範囲で連帯保証する。確定期
日はＸが70才になる平成28年12月24日とする。

▶　餌の売買取引について連帯保証する。期間は特に定めない。

その後、Ｘが病気で倒れて畜産経営が困難になり、保証人にも請求せざるを
得ない状況になったため、関係書類をチェックしたところ、Ｂとの保証契約書
の極度額が空欄のままであることが判明しました。担当者に確認すると、「極度
額の金額を口頭では説明したが記入するのを忘れていた」とのことでした。
平成27年12月１日現在のＸに対する債権の残高は、つぎのとおりです。

・平成23年６月21日付け貸金の残金300万円
・平成26年２月24日付け貸金の残金200万円
・餌代金600万円（Ｃの死亡前の分は400万円）
これらを保証人に請求できるのかどうか、悩んでいます。

Ａ Ｂ

Ｃ


